
学 校 職 員 の 懲 戒 処 分 に つ い て

北 海 道 教 育 委 員 会

令 和 ２ 年 ( 2 0 2 0 年 ) ７ 月 ２ ２ 日 付

担当 総務政策局 総務課 職員公務管理係 内線35-208

番号 被 処 分 者 処分内容 事 案 の 概 要

懲戒免職 令和２年１月下旬から３月下旬までの間、ホテル等で18歳未

十勝管内 中学校 満の女性と性行為を行った。

１

教 諭 男 性 （29歳）

減給１か月 令和元年11月８日（金）、特別教室で授業中、生徒の作業が

オホーツク管内 高等学校 うまくいかないことに焦りやいら立ちを感じ、右の平手で、当

２ 該生徒の頭頂部を１回たたいた。

また、同年12月15日（日）、校舎内で部活動指導中、別の生

教 諭 男 性 （44歳） 徒の態度に感情的になり、右足で、当該生徒の臀部を２回蹴っ

た。

減給１か月 令和元年11月20日（水）、特別教室で授業中、児童の右足

岩見沢市 小学校 が、自身の右足に当たったことについて蹴られたと思い感情的

３ になり、右足で、当該児童の左足すねを１回蹴った。

教 諭 男 性 （59歳）

戒 告 令和元年12月４日（水）、教室で授業中、児童が自身や他の

森町 小学校 児童の声掛けを無視して他の作業を行っていることに感情的に

４ なり、右手に持っていたホワイトボードマーカーを当該児童の

机めがけて投げつけ、当該ホワイトボードマーカーが当該児童

教 諭 男 性 （42歳） の左目の上部に当たった。


